
別紙１ 

尼崎市立クリーンセンター第２工場跡地等の利活用に係るサウンディング型市場調査 

実施要領 

 

１．調査の目的 

 尼崎市では、ごみ処理施設として尼崎市立クリーンセンター第２工場（以下「第２工場」という。）及

び尼崎市立資源リサイクルセンター（以下「資源 RC」という。）が稼働していますが、いずれも施設の老

朽化が進んでいるため、現在、令和１３年度（２０３１年度）の整備完了及び稼働開始に向けて、新ごみ

処理施設（以下「新施設」という。）の整備を進めています。 

新施設の稼働後、第２工場と資源 RC は稼働を停止する予定であり、新施設はおおむね３５年間の稼働

を想定しています。 

稼働停止後の第２工場跡地については、将来的なごみ処理施設の建替用地として必要となるため、土地

の売却処分は行わず、将来にわたり市が保有することを想定しています。一方で、新施設の稼働開始から

将来的なごみ処理施設の建替えまでには相当の期間を要し、その間、当該地は未利用のままの状態とな

ることから、稼働停止後の暫定的かつ有効な利活用の可能性を検討する必要があります。 

これらを踏まえ、今回のサウンディング型市場調査（以下「サウンディング」という。）では、第２工

場跡地の利活用について、用途を特定せず幅広く提案を募集します。なお、具体的な事業計画に至ってい

ない段階のものであっても、今後の検討の参考となるコンセプトレベルの提案を含め、広く意見を求め

るものとします。 

また、資源 RCについても令和１３年度（２０３１年度）に稼働停止を予定していますが、当該敷地は

狭小であり、将来的なごみ処理施設の建替用地として利活用することは想定していません。そのため、サ

ウンディングにおいては、資源 RC 跡地についても、第２工場跡地と併せて、利活用の方向性に関する幅

広い意見を聴取するものとします。 

サウンディングは、これら施設又は用地の利活用に関し、民間事業者等から幅広く発想を募るととも

に、その実現に際して想定される課題・障壁や、市に求められる協力（規制・手続、インフラ、時間軸等）

を把握し、今後の検討に資する情報を得ることを目的とします。そのため、サウンディングをもって提案

内容の採用又は事業化を決定するものではなく、今後の検討の参考とします。 

 

２．対象用地・施設の概要 

（１）尼崎市立クリーンセンター第２工場 

所在地 尼崎市東海岸町１６－１ 

敷地面積 約３３，７１４㎡ 

既存建物の概要  構造：鉄骨・鉄筋コンクリート造ほか 

階数：地上７階、地下１階 

建築面積：約１５，１２５㎡ 

延床面積：約３９，２７９㎡ 

竣工年度：平成１７年（２００５年）３月 



施設規模：焼却炉 全連続燃焼式ストーカ炉２４０ｔ/日×２基 

      灰溶融炉 プラズマ式溶融炉７３ｔ/日×２基 

     発電能力 １４，１００ｋＷ 

※設備の詳細については、参考資料２「尼崎市立クリーンセンター第２工

場施設概要」を参照してください。 

用途地域 工業専用地域 

現況 竣工後２２年目 

（稼働停止予定の令和１２年度（２０３０年度）末時点、稼働２６年目） 

権利関係 建物（内部の設備を含む）は無償譲渡とし、土地は市が所有するため土地

使用料を徴収する想定とする。 

将来条件 第２工場は将来的なごみ処理施設建替用地として利活用するため、土地の

売却は行わないものとする。貸付期間は新施設稼働期間（約３５年）から

将来施設整備期間（約５年）を差し引き、概ね３０年間を想定する。土地

返還時には建物を解体のうえ返還するものとする（解体条件は別途協議）。 
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（２）尼崎市立資源リサイクルセンター 

所在地 尼崎市東海岸町２３－１ 

敷地面積 約８，７０１㎡ 

既存建物の概要  構造：鉄骨・鉄筋コンクリート造 

階数：地上４階、地下１階 

建築面積：約４，０９５㎡ 

延床面積：約８，４３３㎡ 

竣工年度：平成７年（１９９５年）１０月 

施設規模：選別施設７０ｔ/５ｈ 

   破砕施設７０ｔ/５ｈ 

※設備の詳細については、参考資料３「尼崎市立資源リサイクルセンター



施設概要」を参照してください。 

用途地域 工業専用地域 

現況 竣工後３１年目 

（稼働停止予定の令和１２年度（２０３０年度）末時点、稼働３５年目） 

権利関係 建物（内部の設備を含む）は無償譲渡とし、土地は市が所有するため土地

使用料を徴収する想定とする。 

将来条件 土地の売却は行わないものとし、貸付期間終了後の土地返還時には建物を

解体のうえ返還するものとする（貸付期間及び解体条件は別途協議）。 

 

３．スケジュール 

実施要領の公表 令和８年（２０２６年）４月３日 

現地見学の参加申込期限 令和８年（２０２６年）４月３日～１４日 

現地見学の開催 令和８年（２０２６年）４月２０日～２４日 

エントリーシート提出期限 令和８年（２０２６年）５月１３日 

サウンディング実施日時及び場所の連絡 令和８年（２０２６年）５月１５日 

事前調査票の提出期限 令和８年（２０２６年）５月２１日 

サウンディングの実施 令和８年（２０２６年）５月２６日～６月２日 

実施結果概要の公表 令和８年（２０２６年）６月下旬頃 

 

４．サウンディングの内容 

（１）サウンディングの対象者 

第２工場および資源RCの跡地利活用による事業の実施主体となる意向を有する法人又は法人のグ

ループ 

ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。 

① 地方自治法施行令（昭和 ２２ 年政令第 １６ 号）第 １６７ 条の ４ の規定に該当する者 

② 参加申込書提出時点で、尼崎市入札参加停止等の措置に関する要綱に基づく指名停止を受けて

いる者 

③ 会社更生法（平成 １４ 年法律第 １５４ 号）及び民事再生法（平成 １１ 年法律第 ２２５ 号）

に基づく更生・再生手続き中の者 

④ 尼崎市暴力団排除条例（平成２５年条例第１３ 号）に規定する暴力団、暴力団員並びにこれら

と密接な関係を有する者 

⑤ 市税、法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者 

（２）サウンディングの項目 

ア 跡地利活用の基本的な方向性 

 第２工場跡地及び資源 RC 跡地の利活用にあたり、対象地の範囲（第２工場跡地のみ、資源 RC跡

地のみ、又は両跡地を併せた利活用）及び施設の取扱い（既存施設を利活用するか、解体した上で

新たな施設を整備するか）を含め、想定する跡地利用の基本的な方向性について。 

イ 想定する事業内容 



 コンセプト段階を含む想定している用途、施設内容、事業の概要等について。 

ウ 事業期間及び事業性の考え方 

 概ね３０年間の利用を前提とした場合の採算性、投資回収の考え方、事業成立の条件等につい

て。 

エ 想定される課題・障壁 

 事業化にあたり想定される法規制、既存施設の解体又は改修、インフラ条件、周辺環境への対応

など課題や障壁について。 

オ 市に求める協力・支援 

 制度上又は手続上の支援、インフラ整備、スケジュール調整など、市に期待する役割や支援内容

について。  

 

５．サウンディングの手続き 

（１）現地見学の実施 

当該施設の概要等について、希望する事業者を対象に現地見学を実施します。 

参加を希望する場合は、期日までに以下の申込先へ電子メールで申し込みしてください。 

なお、参加者の氏名、所属企業・部署名（又は所属団体名）、電話番号を記載してください。 

見学の参加人数は、１グループにつき１０名以内とします。 

① 申込受付期間 

令和８年（２０２６年）４月３日(金)～４月１４日(火) 

② 申込先 

（８．問い合わせ先のとおり） 

③ 見学日時 

令和８年（２０２６年）４月２０日(月)～４月２４日(金)  

申込のあった事業者と日程調整のうえ実施します。 

④ 場所 

尼崎市立クリーンセンター第２工場（東海岸町１６-１） 

尼崎市立資源リサイクルセンター（東海岸町２３-１） 

（２）サウンディングの参加申し込み（別紙２） 

サウンディングへの参加を希望する場合は、別紙２「エントリーシート」に必要事項を記入し、件

名を【サウンディング参加申込（法人名）】として、申込先へ電子メールにて提出してください。 

 また、別紙３「事前調査票」については、期日までに申込先へ電子メールにて提出してください。 

事前調査票については、可能な範囲で記載してください。 

なお、サウンディングへの参加人数は、１グループにつき１０名以内とします。 

① エントリーシート提出期限 

令和８年（２０２６年）５月１３日(水) 

② 事前調査票提出期限 

令和８年（２０２６年）５月２１日(木) 

③ 申込先 



（８．問い合わせ先のとおり） 

（３）サウンディングの日時及び場所の連絡 

サウンディングへの参加申込のあった事業者の担当者あてに、実施日時及び場所を電子メールで

連絡します。希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

① 連絡日 

令和８年（２０２６年）５月１５日(金) 

（４）サウンディングの実施 

① 実施期間 

令和８年（２０２６年）５月２６日(火)～６月２日(火) 

② 所要時間 

１時間程度 

③ 場所 

尼崎市大高洲町２番地 尼崎市大高洲庁舎 会議室 

④ その他 

サウンディングは参加事業者のアイデア及びノウハウの保護のため個別に行います。 

サウンディングの実施に際して、追加資料の提出は必須ではありませんが、説明のため資料を

使用する場合は提出用として４部ご持参ください。 

（５）サウンディング結果の公表 

サウンディングの実施結果について、概要の公表を予定しています。なお、参加事業者の名称は公

表しません。また、参加事業者のノウハウに配慮し、場合によっては公表前に参加事業者へ内容の確

認を行います。 

 

６．留意事項 

（１）参加事業者の取り扱い 

  サウンディングへの参加実績は、事業者公募等における評価の対象とはなりません。 

（２）費用負担 

サウンディングへの参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。 

（３）追加対話への協力 

サウンディング終了後も、必要に応じて追加の対話（文書照会含む）やアンケート等を実施させてい

ただくことがあります。その際にはご協力をお願いいたします。 

 

７．別紙・参考資料 

別紙２ エントリーシート 

別紙３ 事前調査票 

参考資料１ 位置図 

 参考資料２ 尼崎市立クリーンセンター第２工場施設概要資料 

参考資料３ 尼崎市立資源リサイクルセンター施設概要資料 

  



８．問い合わせ先 

 質問等がある場合は以下の連絡先までお問い合わせください。 

住所：尼崎市大高洲町２番地 尼崎市大高洲庁舎３階 

電話：０６－６４０９－０３０１ 

電子メール：ama-shisetsukensetsu@city.amagasaki.hyogo.jp 

担当者：クリーンセンター建設担当 内海・多田 

なお、サウンディングの項目に関する質問等はサウンディング実施日の２開庁日前までに電子メール

でお問い合わせください。 

 

  


